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2022年10月1日
持続可能で活力ある地域づくりのための
｢労働者協同組合法｣施行！

●全党・全会派の参加・賛同による「議員立法」

●約40年の実践・事実から構想され実現した「市民立法」

●「働く」ことを重視し、地域づくりと仕事づくりを結んで進める「非営利団体法」

●共益と公益をかけ合わせる4４年ぶりの「協同組合法」

●一人ひとりの主体的な労働を協同化する 自治と民主主義を育む職場

●「住民参加」「市民自治」「当事者主体」を価値とする「地域づくり」「仕事おこし」



地域社会の課題の解決のためには様々な法人形態があり、労働者協同組合は既存の法人制度と共存するもので

す。労働者協同組合は、地域社会の課題の解決のための活動を行おうとする方の選択肢を広げ、こうした活動

を一層促進するという意義があります。

労働者協同組合と既存の法人制度
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労働者協同組合 企業組合 株式会社
合同会社
（LLC）

NPO 法人 一般社団法人 農事組合法人

目的事業

持続可能で活力あ
る地域社会の実現
に資する事業（労
働者派遣事業以外
の事業であれば
可）

組合員の働く場の
確保、経営の合理
化

定款に掲げる事業
による営利の追求

定款に掲げる事業
による営利の追求

特定非営利活動

(20分野)

目的や事業に
制約はない（公
益･共益･収益事業
も可）

（１）農業に係る
共同利用施設の設
置又は農作業の共
同化に関する事業
（２）農業の経営
（３）（1）及び
（2）に附帯する
事業

設立手続 準則主義 認可主義 準則主義 準則主義 認証主義 準則主義 準則主義

議決権 １人１票 １人１票 出資比率による １人１票 原則１人１票 原則１人１票 １人１票

主な資金
調達方法

組合員による出資組合員による出資株主による出資 社員による出資 会費、寄付 会費、寄付 組合員による出資

配当 従事分量配当
・従事分量配当
・年２割までの出
資配当

出資配当
定款の定めに応じ
た利益の配当

できない できない

・利用分量配当
（（１）の事業を
行う場合に限る）
・従事分量配当
・年７分までの出
資配当

出典：内閣府ホームページ、全国中小企業団体中央会ホームページ、農林水産省ホームページを基に、厚生労働省雇用環境・均等局勤労者生活課にて作成



協同組合と株式会社の違い

協同組合 株式会社

１．目的

組合員として自らの事業を利用する
（非営利）
事業の利用による生活の安定、生活文
化の向上

株主が利潤の配当や株の値上がりを期待
（営利）

２．誰のものか
（所有）

組合員は自然人が基本
（人の結合体）

株主は自然人に限定されず、法人も可
（資本の結合体）

３．誰によって
（運営と利用）

出資者･利用者･運営者＝組合員
日常の組合員参加による運営
一人一票の議決権

出資者･利用者･運営者が一致しない
経営部門が分離し、株主は日常運営に通
常参加しない
株数に応じた議決権

４．財務面
の特色

出資配当に制限がある
剰余金の利用高配当を行う場合がある

利潤の配当には制限がない
利用者に対する配当は特にない

出典：日本協同組合連携機構編「新協同組合とはｰそのあゆみとしくみ」



国内の｢労働者協同組合｣的な組織

①日本労働者協同組合（ワーカーズコープ）連合会（34団体、就労者1万5千人、年間事業高372億円）

失業当事者の就労創出からはじまり、協同組合間連携・地域福祉・新しい公共分野で拡大

②ワーカーズ・コレクティブネットワークジャパン(WNJ)(340団体、就労者7千人、年間事業高135億円)

生活クラブ生協など生協運動から生まれた女性たちの社会貢献の起業組織

③障害のある人びとの就労創出に取り組む団体

NPO法人共同連、浦河べてるの家・・・

④農村女性起業（農村女性ワーカーズ）（個人5,178、団体4,319、うち法人が1,554、2016年度農水省調べ）

農産物の加工・直売所・レストラン等

⑤住民出資による「共同売店」の起業

人口減少・高齢化地域において地域住民が出資した地域必需ニーズを満たす拠点

※実態として約10万人の就労者、1,000億円の事業規模。協同労働の法制化の社会的根拠



・高齢者、障がい者介護等
・学童、児童館、保育園、
放課後等デイサービス等

・清掃、設備、送迎等
・老人福祉センター等
・若者ｻﾎﾟｰﾄｽﾃｰｼｮﾝ、生活
困窮者自立支援事業等

・生協や農協の物流事業等
・公園清掃、緑化営繕等
・食堂、カフェ等飲食業
・配食サービス等
・ｸﾘｰﾝｷﾗｰ販売、売店等
・タクシー、移送運送等
・職業訓練講座等
・ゴミ回収等
・建設、住宅改修等
・農業、林業、農福連携等
・印刷、映像、デザイン等

日本労協連 加盟組織の事業構造（372億円/2021年度)
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労働者協同組合法が生まれる経過

◎約50年に及ぶ「協同労働」「よい仕事」の実践の事実

◎950を超える地方議会での労働者協同組合法の早期制定意見書決議

◎協同組合（日本協同組合連携機構：JCA）や労働者福祉中央協議会（労働組合・生協、こ
くみん共済コープ、労働金庫、ワーカーズコープなどの協同組合事業団体などで構成）など
の賛同と支援

◎与党協同労働の法制化に関するワーキングチーム（WT）の10数度にわたる実務者会議
で、当事者団体である日本労働者協同組合連合会とワーカーズ・コレクティブネットワー
クジャパンの意見を丁寧に聴取し、実態に即した法案作成を“共同作業”として行った

◎超党派「協同組合振興研究議員連盟」やWTの国会議員、厚生労働省などの官僚による、
ワーカーズコープの現場視察が行われ、組合員の声と姿に直接触れ、職場で主体的・協
同的に働く姿を体感し、法制化の必要が強く確信された

◎法制化実現から、法の活用を推進する超党派の「協同労働推進議員連盟」が発足



労働者協同組合法 第一条（目的）

この法律は、各人が生活との調

和を保ちつつその意欲及び能力に
応じて就労する機会が必ずしも十
分に確保されていない現状等を踏
まえ、組合員が出資し、それぞれ
の意見を反映して組合の事業が
行われ、及び組合員自らが事業に
従事することを基本原理とする組
織に関し、設立、管理その他必要
な事項を定めること等により、多様
な就労の機会を創出することを促
進するとともに、当該組織を通じて
地域における多様な需要に応じた
事業が行われることを促進し、もっ
て持続可能で活力ある地域社会
の実現に資することを目的とする。



労働者協同組合 基本原理

◎基本原理◎

「出資」
一人一票

「意見反映」
話し合い、合意形成

「従事」
共にはたらく



基本原理の要としての「意見反映」

■特別に重視された「意見反映」原理

①定款において「どのように意見反映を行うか」を明記する必要がある

組合員の意見を反映させる方策についての規定（第29条 定款記載事項）

②総会において、理事は「どのように意見反映を行ったか」を報告する義務を負う

理事は、各事業年度に係る組合員の意見を反映させるための方策の実施の状況及びその結果を、通

常総会に報告しなければならない。 (第66条 総会への報告）

③組織運営のあらゆる場面において「意見表明」できる環境が問われる。しかしこれは、しくみや場だけで

は完全に保障できない。必要なのは「信頼関係」

④「話し合い」は物事を決定するだけでなく、参加者の思いや課題・可能性を見出し、引き出し、発見する

営みであり、その結果折り合い(居り合い）を深めていくこと

⑤決定はいつも仮説にすぎない、採用されなかった意見も種としてその場に根づき、未来に芽吹く可能性

を持つ



労働者協同組合の主な特色

1.労働者派遣事業を除くあらゆる事業が可能
地域における多様な需要に応じた事業を実施
ただし、許認可等が必要な事業はその規制を受ける

2.簡便に法人格を取得でき、契約などができる

設立は３人以上の発起人が必要
行政庁による許認可等は不要（準則主義）
法律に定めた要件を満たし登記をすれば法人格付与

3.組合と組合員は労働契約を締結（労働法適用）

4.出資配当は不可
組合員が事業に従事した程度に応じて配当可

5.都道府県知事による監督(連合会は厚生労働大臣)



その他労働者協同組合法のポイント

・総組合員の４/５以上は組合の行う事業に従事

事業に従事する者の３/４以上は組合員（出資者）

・一人一票の平等な議決権・選挙権

役員・労働条件・事業計画・利益処分などを共同決定する

・剰余金の法定積立（準備金10％以上、就労創出等積立金5％以上、教育繰越金5％以上）

・理事会必置（3人以上）、小規模組合(20人以下）での組合員監査会の設置

・公布後2年以内施行（2022/10/1）、組織変更特例措置（3年、NPO法人の残余財産引継）

・施行から5年後に見直し



労働者協同組合法の一部改正

非営利性を徹底させた「特定労働者協同組合」に税制上の措置を講じる

①認定(都道府県)の基準
・非営利を徹底する旨の定款

・・・剰余金の配当を行わない、解散時に組合員の出資額限度で分配した後の残余財産
の国・地方公共団体等への帰属

・上記の定款違反行為を行うことを決定し、又は行ったことがない
・理事の親族等関係者が理事総数の1/3以下
・申請時に定款、役員名簿、認定基準に適合している説明書類等を提出
・毎年、報酬及び給与に関する規程、役員名簿、役員報酬支給状況、給与職員の総数及び

当該職員に対する給与の総額に関する事項の作成・提出・公表
・外部監事の設置

②認定の取り消し、罰則等の規定

③税制上の取り扱い・・・特定労協法人（公益法人等、非営利型一般社団、NPO並び）
※労協法人は普通法人 （一部公開資料のみ、認定NPO並び）



厚生労働省 知りたい！労働者協同組合法

https://www.roukyouhou.mhlw.go.jp/



厚生労働省 知りたい！労働者協同組合法
https://www.roukyouhou.mhlw.go.jp/



労働者協同組合の中心的価値は「協同労働」「よい仕事」

「よい仕事」なくして、労働者協同組合の優位性は実証できない
「働く場づくり」「地域に必要な仕事づくり」「持続可能で活力ある地域づくり」

これらを具体的に実現することが、労働者協同組合の「よい仕事」

「よい仕事」を生み出す働き方が「協同労働」
「自分が活きる」（主体的）×「協力し合う」（利他的）

協同の関係を職場から、仕事を通して地域・コミュニティづくりに活かし広げる
法人や組織の種別を問わず「協同労働的」な作法は可能

証明すべきは、働く人々の「誇り」「生きがい」「幸福感」の実感
労働者協同組合というシステムと協同労働という文化の両輪を回す

「よい仕事」「協同労働」の事実と実践を生み出すしくみ・舞台が「労働者協同組合」



協同労働…生き方・働き方の問い直し

みんなで「こころ」と「ちから」を

合わせる術を取り戻す

地球に過度な負荷をかけず

利己に走らず

共に喜びや楽しみを

体感できる生き方や働き方

そんな問い直しの営みが

「協同労働」



協同労働…自分らしくつながり合って働く

自分らしくつながりあって働く

４つのエッセンス

「主体性を発揮」

「関係性を大切に」

「地域と関わる」

「暮らしとつなげる」



労働者協同組合法のインパクト

「労働」のあり方
雇用されて働くか、自営で働くかの二者択一を越えて

「企業」「経営」のあり方
企業は誰のものか、経営は何のための営みか

「経済」のあり方
経済のあり方が企業と労働のあり方を決する グローバル化からローカル・循環の志向

「民主主義」のあり方
お任せ民主主義・多数決の民主主義から、納得・非効率・多様性を価値とする民主主義

「コミュニティ(社会)」のあり方
多様性と共生を基本原理とする、新しい協同の原理によるコミュニティづくり



法施行に向けた自治体等の動き

●都道府県担当課の確定（共管する自治体も）
・基礎自治体、住民への普及、啓発、周知、広報、学習会の開催
・庁内横断的な学習会、党派を超えた「議員」学習会
・鳥取県・・・2021年度予算化、相談窓口の設置、2022年度も継続
・徳島県…2021年度補正予算、「とくしま協同労働サポート事業」開始、2022年度法制で継続
・埼玉県…2022年度予算化、県民説明会、NPO研修会、市長村職員研修会、動画作成、庁内連携会議
・東京都…2022年度、周知広報（チラシ、WEB、SNS）、相談窓口開設、設立等説明会開催
・福岡県…2022年度、周知広報（チラシ、WEB、SNS、メルマガ）、セミナー12回（入門編、実践編）、WS
・大阪府、兵庫県、島根県、愛媛県、熊本県、沖縄県も2022年度予算化

●基礎自治体の動き(「協同労働推進自治体ネット枠」形成に向けた準備開始）
・積極的な活用策、立ち上げ推進の支援策の検討
・広島市 2014年度より「協同労働プラットフォームモデル事業（高齢者向け）」開始

2022年度より全世代型「協同労働促進事業」へ
・京丹後市 2021年度予算化、住民向け研修会(2回)＋個別相談会（7グループ）

2022年度協同労働推進事業予算化（研修会2回､講座3回コース、個別相談）

●議会での動き 桶川市議会、北本市議会、高知市議会、新潟市議会、四日市市議会などで党派を超えた学習会
四日市市議会内に超党派の「協同労働推進議員連盟」発足（１０/０５）

●協同組合・非営利セクター・中小企業などの中でも、学習会を多数開催



広島市 協同労働促進事業

広島市は２０１４年から「協同労働」を施策として位置付け事業化する

• 問題意識：少子化・核家族化／地域の相互扶助、福祉、防犯の機能低下／地域の活力
維持／地域に高齢者の居場所と出番、経験スキルの活用

• 目的：高齢者が協同労働を活用し、住民主体の持続的な地域の仕事を生み出す(就労創
出)と地域の課題解決につなげ、ひいては地域コミュニティの活性化を図ることが目的

• 方法：市民による協同労働を活用した仕事づくり、チームづくり

• 支援内容：人が支援(協同労働プラットフォーム) お金の支援(個別プロジェクト立上補助金)

• 条件：出資者の半数が６０歳以上であることが補助金交付要件

【2014～2021年度「モデル事業」→協同労働「促進事業」になり要件撤廃】

• 現状：市内に協同労働の任意団体が２９団体(うち1団体は独自活動)



広島市 協同労働促進事業



広島市 協同労働促進事業



広島市 協同労働促進事業



広島市 協同労働促進事業



京丹後市 協同労働推進事業



京丹後市 協同労働推進事業



京丹後市 協同労働推進事業



具体的な設立・組織移行の相談

≫高齢者の生きがいある仕事や地域の生活支援、社会貢献の仕事（新温泉町、静岡市、奈良市、一宮市）

≫障がい者や若者の就労(鳴門市、板橋区、大宮市、川口市、武雄市、石巻市、三次市、大野城市、熊本市)

≫マルシェ(諸積､内子町)、協同売店(若狭路､上毛町)、子ども食堂(越谷市､北上市､練馬)、カフェ(津和野市)

≫協同住宅（多摩市、日田市）、農泊（伊那市）、児童養護施設退所後のシェアハウス（江東区）

≫ヘルパー主体の訪問介護（福岡市）、利用者本位のデイ（多治見、秋田市）、理学療法士の地元起業（大分）、利用者主
体の障がい児デイ（奈良市、春日市）、農福連携（枚方市）、葬送事業（江戸川区）

≫竹林整備（福岡市）、有機肥料による付加価値ある新しい農業（佐倉市）、養豚と太陽光発電を組み合わせた既存の事
業を移行したい（豊頃町）、森のようちえん（川崎市）、会員制野菜等宅配（上田市）

≫フリースクール（信濃町）、フォルケホイスコーレ（東川町）個人を尊重する民主的な学びの場

≫移住者で地域再生（美瑛町）、公衆浴場の継続（中頓別町）、里山再生（田村町）、緑化（世田谷区）

≫社労士・行政書士自らも協同労働（台東区）、司法書士（豊中市）、中小企業診断士（多摩市）

≫PCリサイクル（宮古市､墨田区）､陸運事業（八王子）､ワーケーション（千曲市）､ワイナリー（海士町）

≫デジタルプラットフォーム（東京）、出版関係（千代田区）、利用者中心の商品開発（中央区）

≫歯科（首都圏）、鍼灸マッサージ（首都圏）治療に留まらない住民主体が地域で支え合う予防医療

≫俳優（東京）、劇団（三鷹市）代表高齢に伴い興行や会館運営を労働者協同組合に継承したい。



具体的な設立・組織移行の相談



既に設立された労働者協同組合法人（2022/11/２１現在）

■労働者協同組合ワーカーズ葬祭＆後見サポートセンター結の会（東京都新宿区）

■CampingSpecialist労働者協同組合（三重県四日市市）

■労働者協同組合ワーカーズコープありあけ（福岡県大牟田市）

■労働者協同組合コモンウェーブ（三重県鈴鹿市）

■セルプはりま労働者協同組合（兵庫県姫路市）

■近畿労働者協同組合（大阪府大阪市）

■TNG労働者協同組合（神奈川県足柄下郡湯河原町）

■労働者協同組合あるく（熊本県熊本市）

宮古新報（11/9） 日本労協新聞（11/5）



労働者協同組合法を活かす分野・テーマ・政策

■「完全就労社会」
・就労困難な人々の仕事づくり・働く場づくり
・新しい職業訓練、既存の職業訓練のアレンジ、中小企業の職場づくり支援、学校における働く学び

■「地域自治」（継業の促進、コミュニティづくりの推進）
・小規模多機能自治の推進、自治会の活性化、新たなコミュニティづくり、地域文化の継承と新たな位置づけ

■「地域福祉」
・地域共生社会と包括的・横断的な福祉実践、施しの福祉から双方向で広がりを持った「ケア」へ

■「地域環境・産業」
・第1次産業の本質的な位置づけ直し、掛け合わせ(×教育、福祉、健康、文化…）
・「継業」「集落営農」など、地域の歴史・文化・伝統を継承し発展させるために
・気候危機と防災を重視する産業（自然・再生・循環型のエネルギー、小農・小規模林業、非市場・非貨幣）

■「新しい経済」
・大きさから循環へ、身近な資源の活用循環、手作り、贈与、コミュニティづくり
・継業と地域資源の保全・継承・活用

■「多様な学び・育ち」
・「主体的・対話的・深い学び」「体験・体感」を重視する学びの場づくり・・・森のようちえん
・「オルタナティブ・デモクラティック」な学びの場づくり…フリースクール、ホームベースドエデュケーション

■「若者」「女性」「高齢期」
・新しい働き方による活躍の場づくり、子ども若者の未来創造、ジェンダーギャップ解消、高齢期の位置づけ



人口が減少する社会を地方創生から編み直す

• 日本全体が人口減少することを大前提に、社会全体を再設計する

• 地方創生は、「(東京)一極集中」を中心ターゲットとし、各地の人口減少を食い止める総合戦
略を求めた（まち・ひと・しごと）

• 一方で「圏域」と「社会」という土台を考えないと、「人口の奪い合い」が社会の崩壊を招く

• どんな「まち」を構想するのかを、「コミュニティ」のあり方から考えること

• どんな「ひと」を展望し、「ひと」の学びと育ちと働きを統合し、生き方として捉えること

• どんな「しごと」が、人とコミュニティをつないでいくのか

• 大きなテーマは、島国日本に育ち引き継がれてきた「和の文化」をどう活かすのか、ということ

• 「和の文化」の大きなテーマは、自然に対する「畏敬」「畏怖」であり、八百万の神という捉え方



「コミュニティ」とは何か

人間が、何らかの帰属意識をもち、
その構成メンバーの間に一定の連帯ないし

相互扶助（支え合い）の意識が働いているような集団
共同体・集落・隣近所・・・

広井良典「コミュニティを問い直す」（ちくま新書、2009年）

山極壽一氏(前京都大学総長）によれば、
「弱い生き物」である人間は、他の動物の襲撃や自然の脅威に対しての

対抗的・防衛的な必須の機能としてコミュニティを必要とし、
このコミュニティは「ともに食べる」「ともに育てる」を特徴としていたとされる



「コミュニティ」の崩壊と社会の変容

・コミュニティの弱体化(家庭、学校、会社、地域)

・人口の移動と偏重(人間の三世代構造の崩れ、都市と農山村）

・社会保障制度の必要(年金、医療、介護、子育て…)

明治以降の社会づくりの基本コンセプトは、欧米に追い付き追い越す

植民地主義への対抗、資本主義経済の導入

「工業化」の流れの中で、「画一化」(特に学校教育)、

「都市化」(工業地帯形成)が進み、コミュニティの解体が加速した



「新たな地域コミュニティ」が必要とされる社会背景

・人口減少、少子高齢社会

・分断、格差、孤立、貧困の拡大

・平成の大合併･･･基礎自治体の広域化

・生きづらさが多くの人々を覆う…生存の危機

・環境気候の危機…地球規模の持続可能性の危機

「協同(ともに働き暮らす)」と「共生(生態系)」の危機



価値の転換と創造～労働・企業・経済とは

「労働」を「はたらき」に

「企業」を「よりどころ」に

「経済」を「おたがいさま」に

これらの「質」と「多様性」によって構成される地域

この価値転換を実現するためには

「住民参加」「市民自治」「当事者主体」が実感できるコミュニティづくりを



協同労働による持続可能で活力ある地域づくり

相互扶助（ケア）を前提とする「コミュニティ経済」

●経済とは・・・人間の経済行為(カール・ポランニー）

・交 換…市場

・互酬性…コミュニティ（共同体） ※ これらはすべて相互扶助（おたがいさま）

・再分配…政府

●コミュニティ経済の特徴…「ケア経済」とも言い換えられる

①「経済の地域内循環」

②「生産のコミュニティ」と「生活のコミュニティ」の再統合

③経済が本来持っていた「コミュニティ的」(相互扶助的）性格の再評価

④有限性の中での「生産性」概念の再定義

(「人口減少社会という希望 コミュニティ経済の生成と地球倫理」2013年、朝日選書、広井良典）



「コミュニティ経済」とワーカーズコープ

モノがこれだけあふれる状況の中で人々の需要が飽和し、「拡大・成長」を市
場目的とする資本主義が根本的な臨界点に至っている状況・・・ここで大きく
浮上するのが「コミュニティ経済」と呼ぶべき新しい質の経済であり・・・

“株式会社の時代”に代わる、新たな「組織」の生成を要請することになる。・・・
最近様々な形で注目され、多様な分野で発展しているワーカーズコープ（働く
もの自らが出資し協同して事業を営む形態）などの協同組合はそうした象徴
的な例・・・

つまり経済をもう一度コミュニティや自然とつないでいくことが「コミュニティ
経済」であり、それはこれからの時代の基本的な潮流になっていくだろう。

(「人口減少社会という希望 コミュニティ経済の生成と地球倫理」2013年、朝日選書、広井良典）



地域共生社会 他分野との連携
https://www.mhlw.go.jp/kyouseisyakaiportal/renkei/

• 厚生労働省 社会保障全般、労働者協同組合

• 農林水産省 食育の推進、農福連携、(農村RMO）(森林環境譲与税)

• 総 務 省 関係人口、ふるさとワーキングホリデー、地域おこし協力隊

• 内 閣 府 地方創生、小さな拠点、地域運営組織の形成

• 文部科学省 子どもの貧困対策の推進、(主体的・対話的な深い学び)

• 国土交通省 都市再生、（グリーンインフラ）

• 環 境 省 地域循環共生圏、（30by30、OECM）

• 国 連 持続可能な開発目標（SDGs）

(  経済産業省 中小企業、地域経済産業、コミュニティビジネス）

地域共生社会・地域循環共生圏、地方創生などに労働者協同組合法を活用

上記の制度・政策に労働者協同組合の活用が有効である可能性



地域の自治を焦点とする「協同労働」の活用

●全国共通して「自治組織」の形骸化・弱体化が深刻
・帰属意識の低下、参加意欲の希薄化・・・当事者意識の危機、お任せ主義の台頭
・少子高齢化、担い手の不足・・・人口構成の崩れ、地域産業の衰退

●小規模多機能自治・地域運営組織の挑戦
・様々な地域組織の統合、全住民参加型の地域運営、公民館機能の強化、一人一票
・循環する経済、地域通貨の新たな試み、ふるさと納税、クラウドファンディング
・地域資源活用型の子育て・教育・・・女性と子どもを軸とする地域デザイン

●地域の自治組織の再編・活性化を基盤とする「協同労働組織」の結成
・世帯アンケートから個人アンケート（子ども含む）へ
・ワークショップや講座を通した住民による地域デザインと、その実行主体の結成
・閉ざされた地域コミュニティを、働き手と仕事を通して外とつなぐ「協同労働組織」



地域のWell-Beingを高める協同労働

●世界幸福度調査（「World Happiness Report2020」国連・持続可能な開発ソリューション・ネットワーク（SDSN)）

・2022年度、日本は54位(146か国）・・・56位(2021年)、 62位(2020年)
・高い評価・・・ 一人当たりGDP(28位/146国）、健康寿命(1位/141国)
・低い評価・・・ 自己決定権(74位/145国)、寛容性(127位/146国)

人生評価/主観満足度
・自己決定権・・・働く環境の自由度、言論・報道の自由度（民主主義、個性）
・寛 容 性 ・・・寄付、人助け、ボランティア（多様性、エンパシー）

●協同労働によるWell-Beingの向上
・「働く」「職場」「コミュニティ」に自己決定と寛容性（多様性）を埋め込む
・幸せを感じる労働で構成される職場をコミュニティ化する
・コミュニティとしての職場に、暮らしや地域・自然などの要素が持ち込まれる
・仕事を通してWell-Beingは地域にあふれ出し浸透する



地域の文化的基盤としての「協同労働」

●働くこと・くらすこと・生きることを、切り離さず一つに結ぶ

●一人ひとりの個性を活かし、主体性を高め、多様性を認め合い、協同性を育む

●人と地域の豊かさを高める「よい仕事」を探求する

●「協同」と「共生」の感性を高め、その作法を磨く

●地域に暮らし働く人たちの「幸福度」を高める

●職場を「コミュニティ」として育み、地域に「無数のコミュニティ」を創出する



労働者協同組合の設立・運営にあたって

何をやるか…仕事と暮らしから仕事を発想する

事業限定がないという意味…専門性や階層の壁をこえてつなぐ

どうやるか・・・「協同労働」を探求し続け、発信・交流する

「住民参加」「市民自治」「当事者主体」

どうつくるか…上記をベースに組織を形成する

「自主・自立・自発」を基礎としながら「社会連帯」を広げる

究極の目的は何か・・・「持続可能」「活力」「Wel-Being」「コミュニティ」づくり



「労働者協同組合」の健全な発展、
「協同労働」の深化に欠かせない連合会機能

●日本労働者協同組合（ワーカーズコープ）連合会が構想する「連合会機能」

〇代表機能

・ナショナルセンター ・政府自治体等への政策提言 ・議連カウンターパート ・原則指針の提示 ・連携

〇コーディネート・プラットフォーム機能

・会員交流 ・情報共有 ・研修 ・会員間連携

〇支援機能

・新規設立 ・経営会計 ・財政 ・相互監査 ・金融機関連携 ・事業推進 ・サポート制度 ・第三者機関

〇開発機能

・新規事業 ・人材育成 ・人事交流

※協同組合という性格上、中間支援というより、会員相互の協同・連携等を重視するための「連合会」



協同労働を推進するネットワーク







日本労働者協同組合(ワーカーズコープ)連合会ホームページ

https://jwcu.coop/

新しい働きかた図鑑
https://workstyle.roukyou.gr.jp/

https://jwcu.coop/
https://workstyle.roukyou.gr.jp/
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実践・設立事例



実践事例①ワーカーズコープ・センター事業団
北海道札幌市;篠路まちづくりテラス和気藍々

札幌市｢篠路コミュニティセンター｣(指定管理者施設)で
就労する組合員が地域と協力して、2017年に商店のな
い地域に立ち上げたコミュニティカフェ。地元の製粉工
場の粉を使った手打ちうどんやスィーツなどを提供。
2021年7月より、浦河べてるの家のみなさんと連携し、
当事者研究を実施。

2018年から、札幌市の独自制度「障

がい者協働事業所」に選定され事業
開始。障害のある人が8人、障害の
ない人も14人全員が出資して、ワー

カーズコープの組合員となり、話し
合いを重ねながら運営。

「精神疾患とともに生きる会」「統
合失調症を語る会」「うっせいクソ
ババア思春期の会」「子どもの発達
に不安のあるOK 親の会」「絶滅危

惧種専業主婦の会」など、組合員が
障害も困りごとも地域に発信して、
ともに語り合うイベントを毎日開催。



実践事例②株式会社Compath

北海道東川町；人生の学校、日本版フォルケホイスコーレ

はじまりは、デンマークへの2人旅。道中、ふたり揃っ
て一目惚れしたのはフォルケホイスコーレという「人
生の学校」。年代も背景もばらばらな人たちが、人生
で必要な時に立ち止まり、共に暮らし学び、感性を磨
く。森の中で、コーヒー片手に互いの哲学を語り合う
人生のための学びの時間。
「なんでこれ日本にないんだろう、欲しいね」
そんな探究の旅から、活動は始まっている。
人生の旅のお供、コンパスに共に歩む小道という意
味を込めて。

「私のちいさな問いから社会が変わる」を合言葉に、二人の若い女
性によって北海道東川町に設立された「人生の学校」School For
Life Compath。北欧独自の成人教育機関で、試験や成績がいっ
さいない、フォルケホイスコーレをモデルにした大人の学び舎「人生
の学校」に大学生からシニアまで多世代が集まる。東川町役場に所
属する地域おこし協力隊で、「株式会社Compath（コンパス）」共同
創業者の安井早紀さん・遠又香さん。協同労働との親和性を感じ、
ワーカーズコープとの交流が始まっている。

https://news.yahoo.co.jp/articles/9ae310681032305d1fca117fbb610b6cd17fd058/images/000
https://news.yahoo.co.jp/articles/9ae310681032305d1fca117fbb610b6cd17fd058/images/000
https://search.yahoo.co.jp/search?ei=UTF-8&rkf=1&slfr=1&qrw=0&p=%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E3%81%8A%E3%81%93%E3%81%97%E5%8D%94%E5%8A%9B%E9%9A%8A&fr=link_kw_nws_direct


実践事例③ワーカーズコープ・センター事業団
宮城県登米市;生活支援チーム｢SKECHA｣(すけっちゃ)

宮城県登米市のSKECHA生活困

窮者自立支援事業を契機に立ち
上げた、当事者による中間的就
労の場、生活支援チーム｢ (す
けっちゃ)｣。
地域の課題解決に、当事者が

活躍する場をつくる。当事者８
人が参加（登米市、栗原市、大
崎市の宮城県北部）相談支援の
当事者や地域の人が参加する
フォーラムを開催し、問題関心
ある人との出会う機会をつくっ
ている。

地域から、ごみ屋敷清掃の依
頼。子ども食堂に一緒に取り
組んでいるお寺の敷地内の草
取り、及び時期に合わせたお
墓の清掃を依頼され実施。



実践事例④ワーカーズコープ・センター事業団
埼玉県ふじみ野市;ふじみ野地域福祉事業所デイサービスそらまめ

原発事故避難者を支援してきた中の6人の女
性たちが、2012年4月に立ち上げた地域福祉
事業所。
2020年3月、埼玉県とNPO法人埼玉自然エネ

ルギー協会、そして地域の募金によりデイ
サービスの屋根に太陽光発電パネルを設置。

被災地福島から避難して来られた方々から「息が詰
まりそう…畑がしたい」という切実な想いに応え、
地域の農家の協力を得て、農作業を開始。利用者と
地域の人と共に土に触れ、作物を育て、収穫、料理
して一緒に食事。
食料自給率70％
(肉、魚はパルシ
ステム)。F(食)E

(エネルギー)C(ケ
ア)の自給・循環
コミュニティづく
りをめざしいる。



実践事例⑤ワーカーズコープちば
千葉県船橋市;社会連帯活動「みんなのおうち おとなりさん」

フードバンク、制服バンク

2017年4月には制服バンクにも取

り組み、障害のある人が働く事業
所でクリーニングしてもらい、安
価（一着3千円）で販売。

2012年にフードバンクを設立。

社協など多様な団体から食品を提供してもらい、困窮者
支援。コロナ禍で月200件に。台風被害による食糧支援も。
2020年9月には、千葉銀行とちばぎん証券、県社会福祉協
議会と食品提供等に関する包括連携協定を締結。



実践事例⑥ワーカーズコープ・センター事業団
東京都豊島区;としま宙事業所の｢居場所づくり｣

豊島区から委託された「豊島区子ども若者総合相談ア
シスとしま」（2018年7月～）、東池袋フレイル対策
センター「いーとこ」（2019年4月～）を運営。

コロナ禍で休館となり、全利用者に状況確認の電話連
絡（若者、高齢者200人）、利用者へのお便り配布、

声が寄せられた。「大学に入学したが誰にも会えな
い」「就職活動が不安」「一人暮らしなので声を出す
機会がなくなった」「やる気が起きず食欲がない」
「杖を使うようになった」。

再開後は、地域懇談会を開催し、お互いの連絡が取り
合えるSNSを活用した講座や「ポールdeウォーク」、

つながりをつくる居場所（サードプレイス）としての
「もちこみごはん」などに取り組んでいる。



実践事例⑦ワーカーズコープ・センター事業団
東京都豊島区;豊島地域福祉事業所自立支援センターまめの樹

2004年、中野養護学校（当時）
からの要請に応えて、清掃事
業所の組合員が、生徒と保護
者、教員が受講するヘルパー
３級講座を学校で開講。
卒後の働く場所を模索するな
かで東京都の職業訓練講座や
居場所づくりに取り組み、自
立支援センターまめの樹を
2007年立ち上げ、豊島区内の公園清掃（16カ所）、清掃用具など
の受発注、製造・加工。2010年カフェまめの樹を立ち上げ、子ど

も食堂や埼玉県川越で畑仕事も。障害のある人もない人も対等の
関係で話し合っている。今後、グループホーム立ち上げに向かう
準備を開始。



実践事例⑧株式会社 創造集団４４０HZ

新宿区；不登校･ひきこもり経験を活かす会社

不登校・ひきこもりを経験した若者たちが立ち上げた株式会社。映像
やデザイン制作が主な事業。同じような経験をした若者が集まる大
学に入り、そこで出会った仲間とともに学びながら、「自分たちにあっ
た働き方を求めて、既存の会社に入るより、起業した方が早いので
はないか」と考え、大学時代に繋がりを持った人たちに出資を募り、
自分たちでもお金を出し合って起業。
組織運営は、毎週の全員参加の話し合いで、従業員も取締役も対
等な立場で意見を述べ合って決定。それぞれの経験から、仕事で無
理をしそうなときはお互いにフォローし合ったり、それぞれの人生を
大事にする。また利益を重視するのではなく、依頼主との関係を大
事にするということも話し合う。
「私たちには失敗しても受け止めてくれる場がありました。
そして、存分に試行錯誤して、一緒に変わっていける仲間
がいました。そのことが当法人の設立へとつながりました」
と語る。ひきこもりの支援者が集まる全国大会で紹介され
た労働者協同組合。「自分たちの目指す働き方に近い」と
感じ、現在労働者協同組合の設立を検討中。



実践事例⑨ワーカーズコープ・センター事業団
東京都立川市；誰もが楽しく働ける職場づくり

東京都立川市、２０１２年市役所をリノベーションして新設さ
れた「子ども未来センター」。ワーカーズコープは開設初年
度より３事業を指定管理者として運営して８年目。
組合員は１４人。年代は３０～７０代と幅広く全員女性。離職
率が低く、「楽しさを共有しよう」という空気がある。専門性
の研修以外に、業務以外での共有時間を大事に。また頻繁
に「話し合い」をする。陰口や意地悪は「もやもやとした不
安」が原因のことが多く、仲間で話し合いを繰り返し、疑問
や不安、不満を解く努力を尽くす。
現場で働いている仲間の多くが子育て進行中。急な家庭の
事情で誰かが休まないといけないとき、LINEグルー
プで共有すると「それなら私、今日出ます」とスムー
ズに代わりの人が決まる。「この職場にいる時間が楽
しい」という人たちがいて、シフトを埋めてくれる。「こ
の職場にいる時間」が幸せなものであってほしい。そ
んな働き方がワーカーズコープではできる。



実践事例⑩ワーカーズコープセンター事業団
東京都八王子市；エシカルなライフ＆ワークの店

多摩信用金庫の一階にオープンした「まちの駅 CHITOSEYA」。
エシカルをコンセプトに、地元八王子の様々な価値を発信し消費する拠点。
「量り売り」「地元農家の旬の野菜」「オーガニック」「プラスチックフリー」な
どを表現する商品と、こうした商品を「学ぶ」スペースとイベントを中心に展
開中。
とりわけ、「環境に負荷をかけない」生活を実践する輪を広げつつ、一方で
「働く」ことの中に倫理観や利他、そして地域の暮らしや産業を持続可能に
するための「労働」を探求中。



実践事例⑪エコストア・パパラギ

神奈川県藤沢市；海を救え！ダイバー発の店

気候変動の影響を受け、悪化の一途をたどる海の中を見つめてきたプロのダイバーが
始めた店。ノンプラスティック商品、量り売り、無農薬などの環境負荷をかけない商品の
販売。
こだわりは「ワーカーズコープ」（協同組合）による運営。脱プラスチック、CO2排出ゼロ
を目指すためには、利益追求を優先した法人経営では限界との判断。労働者協同組合
法人への移行を検討中。



実践事例⑫松野学区社会福祉協議会

静岡県静岡市；あけぼの橋クラブ

静岡県労福協の元会長である吉岡さんが中心となり、
松野学区において社協の活動の一環として住民アンケ
ートを実施。高齢化による困りごとと、地域のためにや
れることなどが具体的に明らかになる中で、「住民相互
の助け合いのしくみ」「時代を担う若者たちがこの学区
で活躍し住み続けてくれるように」と、協同労働の趣旨
に基づいて助け合いの会「あけぼの橋クラブ」を設立。
労働者協同組合法施行後は、活動を担う組織を「協同
労働」の組織として再編を予定。

https://news.yahoo.co.jp/articles/9ae310681032305d1fca117fbb610b6cd17fd058/images/000


実践事例⑬ワーカーズコープセンター事業団

兵庫県豊岡市；若者就労支援から森の百業へ

地域若者サポートステーションの運営を通じて、職業訓練などを活用し
「就職支援」から「仕事づくり」へと取組みを発展させてきた。「廃校活用」
「地域活動支援センター」「困窮者支援」「小規模林業（森の百業）」と領域
を広げ、里山や自然を活用する「森のようちえん」づくりを準備中。また豊
岡市の施策とも連動し、「OECM（保護地区以外で生物多様性を効果的
かつ長期的に保全する地域）」「３０by30（2030年までに陸と海の30％
以上を健全な生態系として効果的に保全しようとする目標）」に取り組む。



実践事例⑭はんしんワーカーズコープ
兵庫県尼崎市；商店街との連携

2014年に緑化事業・介護を中心に立上げ。阪

神尼崎駅近くの三和商店街の中に事務所を構
え、地域共創Lab.を開設。

「刀トング」づくりのワークショップから子
どもたちと地域のゴミ拾い、障害のある児童
の居場所(児童デイ)を開設し、子どもたちと商
店街の交流事業、商店街の中での「押し!?

チャリンピック」、大学生のフィールドワー
クを通した商店街活性化、生活困窮者の就労
支援－就労準備支援、認定就労訓練事業(尼崎
市より広報の公共施設への配布など)に取り組
んでいる。
2022年度尼崎市より「就労的活動支援コー
ディネーター」(厚労省：地域支援事業)を活用
した｢高齢者生きがい就労事業｣を開始。



実践事例⑮ワーカーズコープ・センター事業団
福岡県春日市;春日地域福祉事業所みんなのおうち｢ひまわり｣

2012年に中・高生の居場所として立ち上げた地域福祉事業所ひ
まわり(放課後等デイサービス、日中一時生活支援など)。
地域の様々な困難(不登校、障がい、ひきこもりなど)を抱える

人々の拠り所として活動。コロナ禍で障害のある児童や居場所
を拠り所にしている若者たちにとっては、ひまわりが果たす役
割では限界に。就労支援B型事業所を立ち上げ、地域につなぐ
就労の場づくりへ

春日事業所では児童センター3館(指定管理者)を運営

｢飛び出せ！！児童センター｣として、ひまわりの応援でフード
バンクの食材でカレーを作ってキッチンカーで｢テイクアウト食
堂｣を1月から開始。市内5か所の公民館で一回当たり30食以内
限定、独居老人宅に自治会の方と一緒に届けている。



設立事例①労働者協同組合かりまた共働組合
沖縄県宮古島市；狩俣地区自治会を母体にワーカーズコープ立ち上げ

宮古島の狩俣自治会では、少子高齢化（人口460人中18歳
以下は40人）により集落消滅の危機が迫る中で、持続可能
な地域をめざして、太陽光発電で充電した電気自動車による
通学や高齢者の通院などの送迎、休園していた幼稚園の再
開を実現し、給食づくりを有志でサポート。売り物として扱わ
れなかった地元産の魚の販売を買い取り、総菜として販売す
る漁業の6次産業化、後継者不足に悩むサトウキビ畑の管理
などの事業を、自治会の役員ら展開。自治会の事業にもかか
わらず法人格がないため個人名義の事業となっていた。

「昨年11月ワーカーズコープを招いた学習
会で『自分たちが求めていたカタチとぴっ
たりで、すぐに設立を決めた』『一人ひとり
が経営者みたいだ』『若い世代が戻りたい
と思える地域づくりへ、労協を最大限活用
したい』と」。4月には任意団体「かりまた共
働組合」を設立、11月7日に「労働者協同
組合かりまた共働組合」の設立総会を開催
（公明新聞10月13日、朝日新聞10月31日
参照）。



設立事例②Camping Specialist 労働者協同組合
三重県四日市市

『四日市は31万人のまちなのに、テントを張れるキャンプ場が一
つもない。何とかならないか』とコロナ禍で遊びに来た友人から、
四日市市議の樋口龍馬さんが相談を受け、2年前に仲間と一
緒に野営キャンプ場を立ち上げ。
山林・原野で不法投棄がすごかった1万4000㎡の市有地を年
間2万円で借り、2年間かけて木を1本ずつ切りながら山を開墾
して整備。昨年は2,500件のキャンプ利用者が活用。10月15
日に労働者協同組合の創立総会を行い、同17日に設立登記。

「協同労働で立ち上げようと思った決定的な理由は、ボランティ
アだと無責任にもなりかねないが、協同労働では出資を行う雇
用契約を結ぶことで、一定の責任を持ちながら共に労働するこ
とができる。今後、市議会議員として、協同労働をどうフォロー
アップできるか」（樋口市議）と10月5日には四日市市議の超党
派で協同労働推進議員連盟を設立。



参 考 資 料

税制・新規設立・組織移行



法人設立・登記・事業開始フローチャート



「特定労働者協同組合」の適用税制

特定組合と、特定でない組合の税制上の相違点

①法人税法施行令で定められた収益事業にのみ、法人税が課税される

• 普通法人は収益事業、非収益事業の区分に関わりなく、発生した所得はすべて法人税が課税されます。「全所得課
税」と呼ばれます。特定でない組合は全所得課税です。

• 特定組合は「公益法人等」のグループに入ることになり、収益事業と非収益事業を区分して、収益事業にのみ課税さ
れる…「収益事業課税」と呼ばれます。

②資本金（出資金）が1億円を超えても、外形標準課税の適用がない

• 外形標準課税は事業税の一種で、資本金1億円

以上の普通法人が対象となりますが、公益法人

等には課税されません。

③法人市県民税の均等割が最低税率

• 法人市民税は普通法人の場合、資本金（出資

金）、従業員数によって下図のように大きく変化

しますが、公益法人等の場合、出資金、従業員

数の多寡に関わりなく、最低税率が適用されます。 （埼玉県志木市ホームページより）



新規設立の流れ

①発起人のすべきこと（作成資料）
・定款 ・事業計画 ・収支予算 ・役員（理事、監事）案

〇組合を設立するには、その組合員になろうとする三人以上の者が発起人となることを要する（労協法第22条）

○発起人が作成した定款の承認、事業計画の設定その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなけれ

ばならない（労協法第23条3項）

②公告
〇発起人は定款を作成し、これを会議の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない

（労協法第23条1項）

〇前項の公告は、会議開催日の少なくとも二週間前までにしなければならない。（労協法第23条2項）

〇組合は公告方法として、当該事務所の店頭に掲示する方法のほか、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めることが

できる。 一 官報に記載する方法／二 日刊新聞紙に掲載する方法／三 電子公告（以下略）

（労協法第29条3項）



新規設立の流れ

③創立総会

・定款の承認 ・事業計画・収支予算の議決 ・役員の選挙 ・議事録の作成

〇発起人が作成した定款の承認、事業計画の設定その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければ

ならない（労協法第23条3項）

〇創立総会の議事は、組合員たる資格を有する者でその会日までに発起人に対し設立の同意を申し出たものの半数以

上が出席して、その議決権の三分の二以上で決する（労協法第23条5項）

〇創立総会の議事については、厚生労働省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない（労協法第23条7項）

④出資の第一回の払込み
〇発起人は理事を選任したときは、遅滞なく、その事務を当該理事に引き渡さなければならない（労協法第24条）

〇理事は、前条の規定による引渡しを受けたときは、遅滞なく、出資の第一回の払込みをさせなければならない

（労協法第25条1項）



新規設立の流れ

⑤設立登記
〇組合は主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する（労協法第26条）

【登記に必要と思われる書類】※参考：組合等登記令

• 設立の登記の申請書（要押印）

• 定款

• 創立総会の議事録（施行規則第4条に則ったもの）

• 役員名簿（理事、監事）

• 役員の就任承諾書及び誓約書

• 代表者となったものが使用する印の証明、役員の印鑑証明、住民票の写し

• 出資一口の金額及びその払い込みの方法

• 出資の総口数及び払い込んだ出資の総額の通帳コピー



新規設立の流れ

⑥成立の届出
〇組合は、成立したときは、その成立の日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款を添えて、その旨

並びに役員の氏名及び住所を行政庁に届け出なければならない。（労協法第27条）

〇法第27条の規定により労働者協同組合の成立を届け出ようとする者は、様式第一による届出書に、次

の書類を添えて提出しなければならない

一 登記事項証明書

二 定款

三 役員の氏名及び住所を記載した書面

（労協法附則第5条）

様式は厚生労働省のHPから
ダウンロードできます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/
newpage_14982.html



定款への記載事項

●組合の組織や業務運営の基本的規則である定款には、会社や他の協同組合と共通する事項のほか、労働者協同組合法に特

徴的な事項の記載も求められている

・定款に記載することが義務付けられている15の事項

◎組合に関する事項（①事業、②名称、③事業を行う区域、④事務所の所在地）

◎組合員に関する事項（⑤組合員たる資格、⑥加入・脱退、⑦出資一口額と払込み方法）

◎会計に関する事項（⑧剰余金の処理、⑨準備金の額・積立方法、⑩就労創出等積立金、⑪教育繰越金）

◎その他の管理事項（⑫組合員の意見を反映させる方策、⑬役員の定数及びその選挙・選任、⑭事業年度、⑮公告方法）

･特徴的な記載事項

◎事業を行う都道府県の区域
持続可能で活力ある地域社会の実現に資するという目的を持つことを踏まえ、その活動する区域を明らかにする

都道府県は一つに限定されるものではなく、仮に全国で活動する組合であれば、全ての都道府県を記載する想定

◎組合員の意見を反映させる方策に関する規定
組合の基本原理の一つである意見反映原則を担保する趣旨

組合員それぞれの意見をどのように集めるのか、出てきた意見はどう集約していくのか、各組合の状況を踏まえ定める

例）会議において意見を集約する場合、開催方法、開催の時期・頻度、最終的な意思決定の方法など

日常的に意見を集約する場合、意見箱の設置などその具体的な方法が定款に記載されることが期待される



組織変更 NPO法人→労働者協同組合

（組織変更とは）
『会社法上の組織変更とは、

①株式会社が、持分会社（合名会社・合資会社・合同会社）のいずれかになること、

②持分会社（合名会社・合資会社・合同会社）が、株式会社になること

をいいます（会社法2条26号）。

法人格の同一性は維持したまま、株式会社と持分会社間で会社の種類を変更する制度といえます』

（「BUSINESS LAWYERS」ホームページより抜粋）

現に存する企業組合又は特定非営利活動法人は、施行日から起算して三年以内に、その組織を変更し、
組合になることができる（労協法附則第4条）



組織変更 NPO法人→労働者協同組合

①社員（組織変更）総会の案内
社員総会の招集に対するNPO法第14条の4の適用については、同条中「五日」とあるのは「二週

間」と、「事項」とあるのは「事項、組織変更計画の要領及び組織変更後の労協組合の定款」…とする

上記を当てはめると…

「社員総会の招集の通知は、その社員総会の日よりも少なくとも二週間前に、その社員総会の目的

である事項、組織変更計画の要領及び組織変更後の労働者協同組合の定款を示し、定款で定めた

方法に従ってしなければならない」



組織変更 NPO法人→労働者協同組合

②組織変更総会
特定非営利活動法人は組織変更をするには、組織変更計画を作成して、社員総会の議決により、そ

の承認を受けなければならない（労協法附則第16条1項）

前項の場合においては、特定非営利活動促進法第31条の2に規定する議決によらなければならな

い（労協法附則第16条2項）

NPO法第31条の2（解散の決議）

特定非営利活動法人は、総社員の四分の三以上の賛成がなければ、解散の決議をすることがで

きない。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない



組織変更 NPO法人→労働者協同組合

（組織変更計画）

【記載すること】

①組織変更後組合の事業、名称及び事務所所在地

②①のほか、組織変更後組合の定款で定める事項

③組織変更後組合の理事の氏名

④組織変更後組合の監事の氏名

⑤組織変更がその効力を生ずる日（効力発生日）

⑥前各号に掲げる事項のほか、厚生労働省令で定める事項

（労協法附則第5条4項・第16条4項）

※右の組織変更計画書は、法務局HPから

ダウンロードした「持分会社⇔株式会社」の

組織変更計画書の例です



組織変更 NPO法人→労働者協同組合

（定款）

定款に記載すること

特定非営利活動法人の組織変更後の組合の定款には、第29条第1項の事項の他、次に掲げる事項

を記載しなければならない

・組織変更時財産額

・特定残余財産の処分に関する事項

（特定残余財産の帰属すべき者に関する規定を設ける場合には、その者はNPO法人、その他

NPO法第11条第3項各号に掲げる者のうちから選定）



組織変更 NPO法人→労働者協同組合

③公告
組織変更をするNPO法人は、次に掲げる事項を官

報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別に

これを催告しなければならない。ただし、第二号の

期間は、一月を下ることができない

一 組織変更をする旨

二 債権者が一定の期間内に異議を述べることが

できる旨
（労協法附則第6条3項・第19条）

〇 NPO法人が組織変更の議決を行ったときは、当該
議決の日から二週間以内に、議決の内容及び貸借対
照表を公告しなければならない

（労協法附則第6条1項・第19条）
↑上記のリンクから、問合せフォームに
入ることができます。



組織変更 NPO法人→労働者協同組合

④出資の第一回払込み
➢ 理事は、（略）組織変更計画が承認されたときは遅滞なく、出資の第一回の払込みをさせなければなら

ない（労協法附則第17条1項）

（※画面は企業組合の登記事項証明書ですが、労働者協同組合も・出資1口の金額／・出資の総口数が記載される見込みです）

「第一回の払込の金額は、出資一口につき、その金

額の四分の一を下ってはならない」（労協法第25条

2項）という要件はありますが、「組合員は出資一口

以上を有しなければならない」（労協法第9条1項）、

「組合の行なう事業に従事する者の四分の三以上は

組合員でなければならない」（労協法第8条2項）…

という要件にふれないよう、注意が必要です。



組織変更 NPO法人→労働者協同組合

⑤組織変更の登記
NPO法人が組織変更をしたときは、政令で定めるところにより、登記をしなければならない

（労協法附則第15条・第19条）

組織変更登記＝解散登記＋設立登記

⑥行政庁への届出
（１）組合は成立したときは、その成立の日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款を添えて、その

旨並びに役員の氏名及び住所を行政庁に届け出なければならない（労協法第27条）

（２）NPO法人は組織変更をしたときは、遅滞なく、その旨を「特定非営利活動促進法第9条に規定する

所轄庁」に届け出なければならない（労協法附則第12条1項、第19条）

特定非営利活動法人の所轄庁は、その主たる事務所が所在する都道府県の知事（その事務所が一の

指定都市の区域内のみに所在する特定非営利活動法人にあっては、当該指定都市の長）とする

（NPO法第9条）



組織変更 NPO法人→労働者協同組合

行政庁の確認

➢ 附則第16条第1項の承認を受けたNPO法人は、厚生労働省令で定めるところにより、 「当該承認に係
る組織変更後組合の行なう事業が特定非営利活動（NPO法第2条第1項に規定する特定非営利活動
をいう）に係る事業に該当すること」につき、行政庁の確認を受けることができる（労協法附則第20条第
1項）

➢ 行政庁は前項の組織変更後組合の行う事業が特定非営利活動に係る事業に該当すると 認める
ときは、同項の確認をするものとする（労協法附則第20条第2項）

➢ 行政庁は、第一項の確認に係る事業が行なわれなくなったと認めるときは、同項の確認を取り消すこと
ができる（労協法附則第20条第3項）

➢ 前三項の規定は、組織変更後組合について準用する（労協法附則第20条第4項）

前頁の組織変更時財産は、毎事業年度、行政庁にその使用状況を報告しなくてはなりません。「行政庁の確認」は、その
ために必要な作業です。組織変更時財産がゼロ、あるいはマイナスであれば、必ずしも重要な過程ではないと言えます。



組織変更 NPO法人→労働者協同組合

組織変更時財産

◆組織変更時財産額とは…

当該NPO法人が効力発生日に解散するものとした場合においてNPO法第32条の規定によれば、国

若しくは地方公共団体に譲渡され、又は同法第11条第3項各号に掲げる者若しくは国庫に帰属すべ

きものとされる残余財産の額に相当するものとして厚生労働省令で定めるところにより算定した額を

いう（労協法附則第18条）

剰余金のうち組織変更時財産額に係るものは、確認に係る事業による損失（確認に係る事業以外の

事業による利益がある場合であって、当該損失の額が当該利益の額を超えるときは、その差額に相

当する部分の損失）の填補に充てる場合のほか、使用してはならない（労協法附則第21条）

確認を受けた組織変更後組合は、厚生労働省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、行政庁に

対し組織変更時財産額に係る使用の状況を報告しなければならない（労協法附則第23条）

※組織変更時財産はNPOからの組織変更にあたり、非常に重要な処理になります。組織変更を検討する際は、不
明点はなくしておかなくてはなりません。


